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登録販売者の外部研修について 

遠隔・通信講座の時間数拡大が認められました 
 

 

◼ 登録販売者の外部研修は、 
「登録販売者の資質向上のための外部研修に関するガイドライン」により実施されていますが、今
般厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症対策として遠隔・通信講座の時間数拡大が認め

られましたので、お知らせします。   
 

◼ 具体的には、 
「遠隔・通信講座による研修の時間数は講義（集合研修）の時間数を超えない」というルー

ルが「新型コロナウイルス感染症の感染が収束するまでの間は、遠隔・通信講座による研修等の
時間数が集合研修の時間数を超えても差し支えない」ことになりました。 
 

◼ これにより、 

例えば 12 時間の外部研修の場合、遠隔・通信講座はこれまで 6 時間までに限定されていましたが、今

後、新型コロナウイルス感染症の感染が収束するまでの間は、この時間数を超えることが可能になります。 

 

◼ 今回の措置は、 

外部研修の受講が柔軟にできるようになるという点で、登録販売者本人にとっても、多数の登録販売者を

雇用する会員企業にとっても朗報です。御了知おきくださいますようお願いいたします。 

 

◼ なお、 

登録販売者の研修受講は薬局開設者・店舗販売業者に課せられた法令上の義務ですし、薬事監視の

対象でもあります。業界の生命線でもある登録販売者制度を維持するためにも、しっかりと受講させていた

だきますようお願いいたします。 

（文責：中澤） 
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別添２ 登録販売者の資質の向上のための外部研修に関するガイドライン 
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